
令和元年松前町規則第４号 

 災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の一部を改正する規則を次のように公布する。 

  令和元年７月９日 

 

松前町長 岡 本  靖 

 

災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則（昭和51年松前町規則第１号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改   正   後 改   正   前 

様式第１号（第５条関係） 

診 断 書 

 省略 
 

省略  

                                     

上記のとおり診断します。 郵便番号    電話番号         

省略 

様式第１号（第５条関係） 

診 断 書 

 省略 
 

省略  

                                   局 

上記のとおり診断します。 郵便番号    電話番号       番 

省略 

様式第２号（第６条関係） 

災害援護資金借入申込書 

様式第２号(第６条関係) 

災害援護資金借入申込書 



 

省略  

償還方法  １年  賦  ２  半年賦  ３  月  賦  省略 

借
入
申
込
者
に
つ
い
て 

省略  

フリガナ   郵便番号  電話番号  

現  住  所  ( 方 ) 〒       

省略  

が
書
い
て
く
だ
さ
い
。)

 

連
帯
保
証
人(

保
証
人 

省略  

省略 
勤
務
先 

名  称   

所在地  電話         

省略  

 

省略  

返す方法  １年  賦  ２  半年賦        省略 

借
入
申
込
者
に
つ
い
て 

省略  

フリガナ   郵便番号  電話番号  

現  住  所  ( 方 ) 〒  局   番  

省略  

 

が
書
い
て
下
さ
い 

。)
 

連
帯
保
証
人(

保
証
人 

省略  

省略 
勤
務
先 

名  称   

所在地  電話  局     番  

省略  

様式第３号（第８条関係） 

 省略 

災害援護資金貸付決定通知書 

 省略 

 償還方法   年賦・半年賦・月賦 

 利  子   無利子      

 省略 

様式第３号（第８条関係） 

 省略 

災害援護資金貸付決定通知書 

 省略 

償還方法   年賦・半年賦    

 利  子   年３パーセント 

 省略 

様式第５号（第９条関係） 

 省略 

災害援護資金借用書 

 省略 

 利  子   無利子      

 省略 

 償還方法   年賦・半年賦・月賦 

様式第５号（第９条関係） 

 省略 

災害援護資金借用書 

 省略 

 利  子   年３パーセント 

 省略 

 償還方法   年賦・半年賦    



 省略  省略 

様式第７号（第13条関係） 

償還金支払猶予申請書 

省略 

様式第13号（第15条関係） 

災害援護資金償還免除申請書 

省略 

様式第14号（第15条関係） 

 省略 

省略  

貸付の条件  

省略    

償還方法  

１  年賦  

２  半年賦  

３  月賦  

省略  

省略    

省略  

省略  

省略  

償還方法 年  賦  ・  半年賦  ・  月  賦 省略 

省略  

様式第７号（第13条関係） 

償還金支払猶予申請書 

省略 

様式第13号（第15条関係） 

災害援護資金償還免除申請書 

省略 

様式第14号（第15条関係） 

 省略 

省略  

貸付の条件  

省略    

償還方法  

１  年賦  

２  半年賦  

     

省略  

省略    

省略  

省略  

省略  

償還方法 年  賦  ・  半年賦        省略 

省略  



災害援護資金償還免除承認通知書 

 省略 

  定められた支払期日に償還金又は一時償還すべき金額を支払わ

なかつた場合は、未済額につき、年利５％の率で、支払期日の翌

日から支払当日までの日数により計算した違約金を徴収します。 

様式第15号（第15条関係） 

 省略 

災害援護資金償還免除不承認通知書 

 省略 

 （不承認の理由） 

  なお、申請日現在の状況で、今後償還を必要とする額は、次の

とおりとなっており、定められた支払期日に償還金又は一時償還

すべき金額を支払わなかつた場合は、未済額につき、年利５％の

率で、支払期日の翌日から支払当日までの日数により計算した違

約金を徴収します。 

 省略 

災害援護資金償還免除承認通知書 

 省略 

  償還未済額がある場合は、定められた償還期間経過により、償

還未済額につき年利 10.75％の率で違約金がさらに加算されま

す。 

様式第15号（第15条関係） 

 省略 

災害援護資金償還免除不承認通知書 

 省略 

 （不承認の理由） 

  なお、申請日現在の状況で今後 償還を必要とする額は次の 

とおりとなっており、償還未済額がある場合は、定められた償還

期間経過により、償還未済額につき10.75％の率で違約金がさら

に加算されます                      

        。 

 省略 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 


